
広陵町水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２１年１１月３０日

広陵町長 平 岡 仁

広陵町条例第１２号

広陵町水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に

関する条例の一部を改正する条例

広陵町水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例（昭和４３年３月広陵町条例第１７号）の一部を次のように

改正する。

第６条の２中「及びその所有に係る住宅（管理者が定めるこれに

準ずる住宅を含む。）に居住している職員で管理者が定めるもの」

を削る。

附 則

この条例は、平成２１年１２月１日から施行する。


